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監査基準報告書 560 実務指針第２号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正について 

2 0 2 4 年 ９ 月 26 日 

日本公認会計士協会 

新 旧 

監査基準報告書 560 実務指針第２号 監査基準報告書 560 実務指針第２号 

  

訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針 訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針 

  

2 0 2 1 年 ８ 月 19 日 2 0 2 1 年 ８ 月 19 日 

改正 20 2 2 年 ３ 月 17 日 改正 20 2 2 年 ３ 月 17 日 

改正 2022 年 10 月 13 日 改正 2022 年 10 月 13 日 

改正 20 2 3 年 １ 月 12 日 改正 20 2 3 年 １ 月 12 日 

改正 2 0 2 4 年 ２ 月 ８ 日 終改正 2 0 2 4 年 ２ 月 ８ 日 

終改正 20 2 4 年 ９ 月 26 日  

日本公認会計士協会 日本公認会計士協会 

監査・保証基準委員会 監査・保証基準委員会 

（実務指針：第９号） （実務指針：第９号） 

  

《Ⅰ 本実務指針の適用範囲》 《Ⅰ 本実務指針の適用範囲》 

《１．適用範囲》 《１．適用範囲》 

１．本実務指針は、金融商品取引法（以下「金商法」という。）における有価証券報告書、半期報告書

（以下「有価証券報告書等」という。）の訂正報告書に含まれる訂正後の連結財務諸表又は財務諸表

並びに中間連結財務諸表又は中間財務諸表（以下「訂正後の財務諸表」という。）に対する監査（中

間監査及び期中レビューを含む。以下同様）について取りまとめたものである。 

１．本実務指針は、金融商品取引法（以下「金商法」という。）における有価証券報告書、半期報告書

及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の訂正報告書に含まれる訂正後の連結財務

諸表又は財務諸表、中間連結財務諸表又は中間財務諸表、並びに、四半期連結財務諸表又は四半期

財務諸表（以下「訂正後の財務諸表」という。）に対する監査（中間監査及び四半期レビューを含む。

以下同様）について取りまとめたものである。 

（省 略） （省 略） 

《Ⅱ 要求事項》 《Ⅱ 要求事項》 

（省 略） （省 略） 

《２．監査計画の策定と監査手続の実施》 《２．監査計画の策定と監査手続の実施》 

（省 略） （省 略） 

11．訂正後の財務諸表は、訂正前の財務諸表に適用される企業会計の基準を適用しなければならない。

また、訂正後の財務諸表に対する監査は、訂正前の財務諸表に対する監査に適用される監査の基準

（期中レビューの基準等も含む。以下同様）を適用しなければならない。 

11．訂正後の財務諸表は、訂正前の財務諸表に適用される企業会計の基準を適用しなければならない。

また、訂正後の財務諸表に対する監査は、訂正前の財務諸表に対する監査に適用される監査の基準

（四半期レビューの基準等も含む。以下同様）を適用しなければならない。 

（省 略） （省 略） 
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《４．経営者確認書》 《４．経営者確認書》 

13．監査人は、監査基準報告書 580 で要求されている確認事項に加えて、訂正の原因となった不正又

は誤謬に関する追加的な確認事項について、訂正後の財務諸表に対する監査に係る経営者確認書を

入手しなければならない（A100 項から A108 項参照）。 

13．監査人は、監基報 580 で要求されている確認事項に加えて、訂正の原因となった不正又は誤謬に

関する追加的な確認事項について、訂正後の財務諸表に対する監査に係る経営者確認書を入手しな

ければならない（A100 項から A108 項参照）。 

  

（省 略） （省 略） 

《５．監査意見と監査報告書》 《５．監査意見と監査報告書》 

15．訂正後の財務諸表に対する監査報告書においては、監査基準報告書 560 第 15 項に従い、強調事

項区分又はその他の事項区分に、以前に発行した財務諸表を訂正した理由を詳細に記載している財

務諸表の注記又は訂正報告書の提出理由を参照し、監査人が以前に提出した監査報告書について記

載しなければならない（A109 項から A118 項参照）。 

15．訂正後の財務諸表に対する監査報告書においては、監基報 560 第 15 項に従い、強調事項区分又

はその他の事項区分に、以前に発行した財務諸表を訂正した理由を詳細に記載している財務諸表の

注記又は訂正報告書の提出理由を参照し、監査人が以前に提出した監査報告書について記載しなけ

ればならない（A109 項から A118 項参照）。 

  

（省 略） （省 略） 

《Ⅲ 適用指針》 《Ⅲ 適用指針》 

《１．監査契約の締結》（第９項参照） 《１．監査契約の締結》（第９項参照） 

（省 略） （省 略） 

《(3) 訂正後の財務諸表に対する監査契約を締結し、当年度の監査契約も継続する場合》 《(3) 訂正後の財務諸表に対する監査契約を締結し、当年度の監査契約も継続する場合》 

《① 訂正後の財務諸表に対する監査業務の契約書》 《① 訂正後の財務諸表に対する監査業務の契約書》 

A8．訂正後の財務諸表に対する監査契約を締結する場合、訂正対象年度ごとに監査契約書を作成して

も、全ての訂正対象年度を一つの監査契約書として作成しても、いずれでも差し支えない。 

A8．訂正後の財務諸表に対する監査契約を締結する場合、訂正対象年度ごとに監査契約書を作成して

も、全ての訂正対象年度を一つの監査契約書として作成しても、いずれでも差し支えない。 

なお、当年度に係る半期報告書を訂正する場合には、当年度の監査契約書に係る覚書を締結する

こともできる。 

なお、当年度に係る四半期報告書（半期報告書を含む。）を訂正する場合には、当年度の監査契約

書に係る覚書を締結することもできる。 

（省 略） （省 略） 
  

《２．監査計画の策定と監査手続の実施》（第 10項及び第 11 項参照） 《２．監査計画の策定と監査手続の実施》（第 10項及び第 11 項参照） 

《(1) 監査計画の策定と監査手続の実施に関する全般的な留意事項》 《(1) 監査計画の策定と監査手続の実施に関する全般的な留意事項》 

《① 監査計画の策定と監査手続の実施の並行した実施》 《① 監査計画の策定と監査手続の実施の並行した実施》 

（省 略） （省 略） 

A26．訂正後の財務諸表に対する監査は、当年度の期中レビューや年度監査と同時並行して実施され

ることが多い。したがって、訂正後の財務諸表に対する監査計画を策定するだけではなく、当年度

の期中レビュー計画や年度監査計画についても訂正後の財務諸表に対する監査計画を踏まえて策

定することに留意する。 

A26．訂正後の財務諸表に対する監査は、当年度の四半期レビューや年度監査と同時並行して実施さ

れることが多い。したがって、訂正後の財務諸表に対する監査計画を策定するだけではなく、当年

度の四半期レビュー計画や年度監査計画についても訂正後の財務諸表に対する監査計画を踏まえ

て策定することに留意する。 

A27．期中レビュー計画においては、中間財務諸表に重要な虚偽表示があるときに不適切な結論を表

明するリスクを適度な水準に抑えるために必要な手続を立案する。通常、訂正後の中間財務諸表に

対する期中レビューは、訂正後の財務諸表に対する年度監査と同時並行して実施されるため、訂正

A27．四半期レビュー計画においては、四半期財務諸表に重要な虚偽表示があるときに不適切な結論

を表明するリスクを適度な水準に抑えるために必要な手続を立案する。通常、訂正後の四半期財務

諸表に対する四半期レビューは、訂正後の財務諸表に対する年度監査と同時並行して実施されるた
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の原因となった事象が直接的に影響を与える事項に係る重要な虚偽表示リスクに対する手続につ

いては、訂正後の財務諸表に対する年度監査計画における監査手続を踏まえて立案することに留意

する。 

め、訂正の原因となった事象が直接的に影響を与える事項に係る重要な虚偽表示リスクに対する手

続については、訂正後の財務諸表に対する年度監査計画における監査手続を踏まえて立案すること

に留意する。 

  

《② 会社の訂正報告書提出までのスケジュール確認》 《② 会社の訂正報告書提出までのスケジュール確認》 

A28．訂正後の財務諸表に対する監査は、監査業務の着手から監査終了予定日までの時間が限られる

ことが多いため、会社の訂正報告書提出までのスケジュールを会社（第三者委員会を含む。）と協議

することが重要である。協議する事項としては、例えば、以下が考えられる。 

A28．訂正後の財務諸表に対する監査は、監査業務の着手から監査終了予定日までの時間が限られる

ことが多いため、会社の訂正報告書提出までのスケジュールを会社（第三者委員会を含む。）と協議

することが重要である。協議する事項としては、例えば、以下が考えられる。 

・ 想定される訂正の範囲及び金額的重要性 ・ 想定される訂正の範囲及び金額的重要性 

・ 調査委員会を設定する場合の調査報告書の提出時期 ・ 調査委員会を設定する場合の調査報告書の提出時期 

・ 適時の調査委員会とのコミュニケーション ・ 適時の調査委員会とのコミュニケーション 

・ 会社の訂正後の財務諸表及び当年度の財務諸表の作成のスケジュール（複数期間にわたる訂正

報告書が作成される場合もある。） 

・ 会社の訂正後の財務諸表及び当年度の財務諸表の作成のスケジュール（複数期間にわたる訂正

報告書が作成される場合もある。） 

・ 当年度の期中レビュー又は年度監査のスケジュール ・ 当年度の四半期レビュー又は年度監査のスケジュール 

特に、会社が調査委員会を設置する場合には、それが会社の訂正後の財務諸表の作成のスケジュ

ールに大きく影響を与えるため、調査委員会の構成、調査内容、調査委員会の調査スケジュール及

び報告スケジュールを協議することが重要である。 

特に、会社が調査委員会を設置する場合には、それが会社の訂正後の財務諸表の作成のスケジュ

ールに大きく影響を与えるため、調査委員会の構成、調査内容、調査委員会の調査スケジュール及

び報告スケジュールを協議することが重要である。 

  

《③ 訂正後の財務諸表に対する監査のスケジュールの策定》 《③ 訂正後の財務諸表に対する監査のスケジュールの策定》 

A29．監査人は、訂正後の財務諸表に対する監査のスケジュール策定に当たっては、会社の訂正後の財

務諸表の提出スケジュールを勘案の上、決定することになる。当年度の有価証券報告書等の提出期

限及び証券取引所の上場廃止基準についても考慮するが、十分な監査時間を確保することに留意す

る。 

A29．監査人は、訂正後の財務諸表に対する監査のスケジュール策定に当たっては、会社の訂正後の財

務諸表の提出スケジュールを勘案の上、決定することになる。当年度の有価証券報告書等の提出期

限及び証券取引所の上場廃止基準についても考慮するが、十分な監査時間を確保することに留意す

る。 

会社は、上場廃止基準に抵触しないように当年度の有価証券報告書等の提出スケジュールを組む

ことが想定される。したがって、当年度の財務諸表を考慮した場合には、このような会社のスケジ

ュールに沿った訂正後の財務諸表に対する監査及び当年度の期中レビュー又は年度監査のスケジ

ュールを策定することになり、訂正後の財務諸表に対する監査と当年度の期中レビュー又は年度監

査を同時に行うとともに、訂正後の財務諸表が含まれる訂正報告書については、当年度の有価証券

報告書等の提出前又は同時に提出することが想定される。 

会社は、上場廃止基準に抵触しないように当年度の有価証券報告書等の提出スケジュールを組む

ことが想定される。したがって、当年度の財務諸表を考慮した場合には、このような会社のスケジ

ュールに沿った訂正後の財務諸表に対する監査及び当年度の四半期レビュー又は年度監査のスケ

ジュールを策定することになり、訂正後の財務諸表に対する監査と当年度の四半期レビュー又は年

度監査を同時に行うとともに、訂正後の財務諸表が含まれる訂正報告書については、当年度の有価

証券報告書等の提出前又は同時に提出することが想定される。 

A30．十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合（期中レビュー手続が不十分な場合）において、訂

正後の財務諸表に対する監査意見（中間監査意見及び期中レビューの結論を含む。以下同様）を表

明するに当たり、無限定適正意見（無限定の結論）を表明することがないように留意する。 

A30．十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合（四半期レビュー手続が不十分な場合）において、

訂正後の財務諸表に対する監査意見（中間監査意見及び四半期レビューの結論を含む。以下同様）

を表明するに当たり、無限定適正意見（無限定の結論）を表明することがないように留意する。 

この場合には、十分かつ適切な監査証拠を入手した上で無限定適正意見（無限定の結論）を表明

するか、監査基準報告書 705 に従って除外事項付意見を適切かつ明瞭に表明することになる。 

この場合には、十分かつ適切な監査証拠を入手した上で無限定適正意見（無限定の結論）を表明

するか、監査基準報告書 705 に従って除外事項付意見を適切かつ明瞭に表明することになる。 
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《④ 監査チームの編成及び専門家の利用の検討》 《④ 監査チームの編成及び専門家の利用の検討》 

《ア．監査チームの編成》 《ア．監査チームの編成》 

A31．監査チームメンバーの選定に当たっては、訂正の原因となった事象及びそれが与える影響並び

に特殊な状況を考慮の上、必要な専門知識を持ったチームメンバーを選定し、全体として訂正後の

財務諸表に対する監査を実施するための適性及び適切な能力を有しているかを判断することが求

められる（監基報 220 第 26 項参照）。訂正後の財務諸表に対する監査は当年度の期中レビューや年

度監査と同時並行して実施されることが多いため、監査事務所は、監査責任者を含め監査チームメ

ンバーの選定に当たり、効果的かつ効率的に訂正後の財務諸表に対する監査が実施できるように考

慮する。また、訂正後の財務諸表に対する監査における作業量が多い場合には、同時並行的に同一

の監査チームで対応を行うことが困難であると判断される場合もあり、複数の監査責任者の下、よ

り規模の大きな監査チームを編成することが適切な場合がある。 

A31．監査チームメンバーの選定に当たっては、訂正の原因となった事象及びそれが与える影響並び

に特殊な状況を考慮の上、必要な専門知識を持ったチームメンバーを選定し、全体として訂正後の

財務諸表に対する監査を実施するための適性及び適切な能力を有しているかを判断することが求

められる（監基報 220 第 26 項参照）。訂正後の財務諸表に対する監査は当年度の四半期レビューや

年度監査と同時並行して実施されることが多いため、監査事務所は、監査責任者を含め監査チーム

メンバーの選定に当たり、効果的かつ効率的に訂正後の財務諸表に対する監査が実施できるように

考慮する。また、訂正後の財務諸表に対する監査における作業量が多い場合には、同時並行的に同

一の監査チームで対応を行うことが困難であると判断される場合もあり、複数の監査責任者の下、

より規模の大きな監査チームを編成することが適切な場合がある。 

（省 略） （省 略） 

《(6) 後発事象》 《(6) 後発事象》 

（省 略） （省 略） 

《② 訂正後の財務諸表における後発事象》 《② 訂正後の財務諸表における後発事象》 

A68．後発事象とは「期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象」（監基報 560 第４項(3)

参照）をいうが、訂正後の財務諸表は、当初提出した有価証券報告書等に記載した訂正前の財務諸

表を訂正したものであることから（金商法第 24 条の２第１項で準用する同法第７条（半期報告書

の訂正についても同条準用）参照）、訂正後の財務諸表に反映させる後発事象は、訂正前の財務諸表

に対する監査報告書日までに発生していた事象である。 

A68．後発事象とは「期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象」（監基報 560 第４項(3)

参照）をいうが、訂正後の財務諸表は、当初提出した有価証券報告書等に記載した訂正前の財務諸

表を訂正したものであることから（金商法第 24 条の２第１項で準用する同法第７条（四半期報告

書及び半期報告書の訂正についても同条準用）参照）、訂正後の財務諸表に反映させる後発事象は、

訂正前の財務諸表に対する監査報告書日までに発生していた事象である。 

A69．同様に、各年度の訂正報告書に反映させる後発事象は、訂正前の財務諸表に対する各年度の監査

報告書日までに発生していた事象である。 

A69．同様に、各年度の訂正報告書に反映させる後発事象は、訂正前の財務諸表に対する各年度の監査

報告書日までに発生していた事象である。 

訂正前の財務諸表に対する監査報告書日後に発生した事象については、その訂正対象年度の翌年

度（翌中間会計期間）以降の有価証券報告書等の開示書類において反映されると考えられる。 

訂正前の財務諸表に対する監査報告書日後に発生した事象については、その訂正対象年度の翌年

度（翌四半期）以降の有価証券報告書等の開示書類において反映されると考えられる。 

  

（省 略） （省 略） 

《(7) グループ監査》 《(7) グループ監査》 

A80．訂正後のグループ財務諸表の監査に関して、構成単位において実施する作業の種類及び範囲の

決定においては、構成単位の財務情報全体に対するリスク対応手続（監基報 600 の A133 項参照）

を立案し実施することが適切なアプローチであると判断することがある。このほか、構成単位の規

模、会社が実施した調査内容を検討の上、訂正事項に類似する取引が行われている範囲に監査手続

を限定するかどうかの検討を行い、一つ又は複数の取引種類、勘定残高又は注記事項に対するリス

ク対応手続（監基報 600 の A134 項参照）や特定のリスク対応手続（監基報 600 の A135 項参照）を

立案し実施することが適切なアプローチであると判断することもある。 

A80．訂正後のグループ財務諸表の監査に関して、構成単位において実施する作業の種類及び範囲の

決定においては、構成単位の財務情報全体に対するリスク対応手続（監基報 600 の A133 項参照）

を立案し実施することが適切なアプローチであると判断することがある。このほか、構成単位の規

模、会社が実施した調査内容を検討の上、訂正事項に類似する取引が行われている範囲に監査手続

を限定するかどうかの検討を行い、一つ又は複数の取引種類、勘定残高又は注記事項に対するリス

ク対応手続（監基報 600 の A134 項参照）又は特定のリスク対応手続（監基報 600 の A135 項参照）

を立案し実施することが適切なアプローチであると判断することもある。 

（省 略） （省 略） 
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《７．経営者及び監査役等とのコミュニケーション》 《７．経営者及び監査役等とのコミュニケーション》 

（省 略） （省 略） 

《(2) 監査計画の策定と監査手続の実施におけるコミュニケーション》 《(2) 監査計画の策定と監査手続の実施におけるコミュニケーション》 

（省 略） （省 略） 

A128．監査役等とのコミュニケーションにおいても、前項と同様、監査人は、監査役等と適時かつ

適切に双方向のコミュニケーションを行うことが重要である（監基報 260 第４項参照）。例えば、

以下の事項について、適時かつ適切にコミュニケーションを行うことがある。 

A128．監査役等とのコミュニケーションにおいても、前項と同様、監査人は、監査役等と適時かつ

適切に双方向のコミュニケーションを行うことが重要である（監基報 260 第４項参照）。例えば、

以下の事項について、適時かつ適切にコミュニケーションを行うことがある。 

（省 略） （省 略） 

・ 監査上の重要な発見事項、経営者確認書の草案（監基報 260 第 16 項参照） ・ 監査上の重要な発見事項、経営者確認書の草案（監基報 260 第 14 項参照） 

  

（省 略） （省 略） 

《Ⅳ 適用》 《Ⅳ 適用》 

・ 本実務指針は、2022 年１月１日以後に監査報告書を発行する訂正後の財務諸表に対する監査に

適用する。ただし、2021 年 12 月 31 日以前に監査契約が締結された訂正後の財務諸表に対する監

査においては、本実務指針を適用しないことができる。 

・ 本実務指針は、2022 年１月１日以後に監査報告書を発行する訂正後の財務諸表に対する監査に

適用する。ただし、2021 年 12 月 31 日以前に監査契約が締結された訂正後の財務諸表に対する監査

においては、本実務指針を適用しないことができる。 

・ 2022 年３月 17 日改正後の本実務指針は、2022 年４月１日以後に監査報告書を発行する訂正後

の財務諸表に対する監査に適用する。 

・ 2022 年３月 17 日改正後の本実務指針は、2022 年４月１日以後に監査報告書を発行する訂正後

の財務諸表に対する監査に適用する。 

・ 本実務指針（2022 年 10 月 13 日及び 2023 年１月 12 日）のうち、倫理規則に関する事項は、

2023 年４月１日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査から適用する。ただし、本実務指針

を、倫理規則（2022 年７月 25 日変更）と併せて 2023 年４月１日以後終了する事業年度に係る財

務諸表の監査から早期適用することを妨げない。 

・ 本実務指針（2022 年 10 月 13 日及び 2023 年１月 12 日）のうち、倫理規則に関する事項は、

2023 年４月１日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査から適用する。ただし、本実務指針

を、倫理規則（2022 年７月 25 日変更）と併せて 2023 年４月１日以後終了する事業年度に係る財務

諸表の監査から早期適用することを妨げない。 

・ 本実務指針（2024 年２月８日）は、2024 年４月１日以後に監査報告書を発行する訂正後の財務

諸表に対する監査に適用する。 

・ 本実務指針（2024 年２月８日）は、2024 年４月１日以後に監査報告書を発行する訂正後の財務

諸表に対する監査に適用する。 

・ 本実務指針（2024 年９月 26日）は、2025 年４月１日以後に監査報告書を発行する訂正後の財

務諸表に対する監査に適用する。 

 

上記にかかわらず、本実務指針の適用に当たっては、訂正前の財務諸表に対する監査に適用され

る監査の基準を適用しなければならない（第 11項参照）。 

上記にかかわらず、本実務指針の適用に当たっては、訂正前の財務諸表に対する監査に適用され

る監査の基準を適用しなければならない（第 11項参照）。 

以  上 以  上 

  

・ 本実務指針（2022 年 10 月 13 日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 倫理規則（2022 年７月 25 日変更） 

（修正箇所：A36 項及び付録５） 

－ 監査基準報告書（序）「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」（2022 年７月 21

日改正） 

・ 本実務指針（2023 年１月 12日改正）は、次の公表物の公表に伴う追加の修正を反映している。 

・ 本実務指針（2022 年 10 月 13 日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 倫理規則（2022 年７月 25 日変更） 

（修正箇所：A36 項及び付録５） 

－ 監査基準報告書（序）「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」（2022 年７月 21

日改正） 

・ 本実務指針（2023 年１月 12日改正）は、次の公表物の公表に伴う追加の修正を反映している。 
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－ 倫理規則（2022 年７月 25 日変更） 

・ 本実務指針（2024 年２月８日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 監査基準報告書 700 実務指針第１号「監査報告書の文例」（2023 年７月 28 日改正） 

（修正箇所：付録７） 

－ 監査基準報告書 600「グループ監査における特別な考慮事項」（2023 年１月 12日改正） 

（修正箇所：上記以外の箇所） 

・ 本実務指針（2024 年９月 26日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 企業会計審議会「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」（2024 年

３月 27 日公表） 

（修正箇所：第１項、第 11 項、A8 項、A26 項から A31 項、A68 項、A69 項、付録１から付録３、

付録７及び付録 10） 

－ 監査基準報告書 260「監査役等とのコミュニケーション」（2024 年９月 26 日改正） 

－ 監査基準報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」（2024 年９月 26 日改正） 

（上記以外の修正箇所） 
 

－ 倫理規則（2022 年７月 25 日変更） 

・ 本実務指針（2024 年２月８日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 監査基準報告書 700 実務指針第１号「監査報告書の文例」（2023 年７月 28 日改正） 

（修正箇所：付録７） 

－ 監査基準報告書 600「グループ監査における特別な考慮事項」（2023 年１月 12日改正） 

（修正箇所：上記以外の箇所） 
 

  

《付録１ 過年度の虚偽表示のおそれが発覚した場合の監査スケジュール》（A28 項から A30項

参照） 

《付録１ 過年度の虚偽表示のおそれが発覚した場合の監査スケジュール》（A28 項から A30項

参照） 

（省 略） （省 略） 

２．過年度の虚偽表示のおそれが発覚した場合のスケジュールの変更 ２．過年度の虚偽表示のおそれが発覚した場合のスケジュールの変更 

（省 略） （省 略） 

(1) 実務上の監査期間確保に対する留意点について (1) 実務上の監査期間確保に対する留意点について 

③ 金商法のスケジュールによる要請 ③ 金商法のスケジュールによる要請 

上場会社は、監査報告書又は期中レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書

を法定提出期限の経過後１か月以内に提出しない場合（有価証券報告書等の提出期限延長の承

認を得た場合には、当該承認を得た期間の経過後８日目（休業日を除外する。）までに提出しな

い場合）、証券取引所の定める上場廃止事由（有価証券上場規程（東京証券取引所）第 601 条第

１項第７号参照）に該当する。また、発覚した不正又は誤謬への対応と並行して直近年度（半

期も含む。）の金商法監査及び期中レビューを実施しなければならないことにも留意が必要で

あり、特に、期末日近くで不正のおそれ等が発覚し影響額の把握が短期間にできない場合は、

限られた時間内で訂正対象期間と事業年度末の金商法監査を同時並行で実施することになるた

め、スケジュールを慎重に検討する。 

上場会社は、監査報告書又は四半期レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は四半期報

告書を法定提出期限の経過後１か月以内に提出しない場合（有価証券報告書等の提出期限延長

の承認を得た場合には、当該承認を得た期間の経過後８日目（休業日を除外する。）までに提出

しない場合）、証券取引所の定める上場廃止事由（有価証券上場規程（東京証券取引所）第 601

条第１項第７号参照）に該当する。また、発覚した不正又は誤謬への対応と並行して直近年度

（四半期も含む。）の金商法監査及び四半期レビューを実施しなければならないことにも留意が

必要であり、特に、期末日近くで不正のおそれ等が発覚し影響額の把握が短期間にできない場

合は、限られた時間内で訂正対象期間と事業年度末の金商法監査を同時並行で実施することに

なるため、スケジュールを慎重に検討する。 

  

④ 有価証券報告書等の法定提出期限の延長 ④ 有価証券報告書等の法定提出期限の延長 

過年度の虚偽表示のおそれの発覚のタイミングによっては、その後の作業時間との関係で、

法定提出期限までに有価証券報告書等の提出が困難となるケースがあり、監査人も監査報告書

過年度の虚偽表示のおそれの発覚のタイミングによっては、その後の作業時間との関係で、

法定提出期限までに有価証券報告書等の提出が困難となるケースがあり、監査人も監査報告書
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の提出が困難となる。この場合、有価証券報告書等の提出期限の延長を検討する必要がある。

有価証券報告書等の法定提出期限は、有価証券報告書の場合は事業年度終了後３か月以内（金

商法第 24条第１項参照）、半期報告書（第一種中間財務諸表）の場合は中間会計期間終了後 45

日以内（金商法第 24 条の５第１項第１号参照）とされている。しかしながら、「やむを得ない

理由」により法定提出期限内に有価証券報告書等が提出できないと認められる場合には、財務

局長の承認を受けることにより、承認を受けた期間まで、有価証券報告書等の提出期限が延長

される（金商法第 24 条第１項、第 24 条の５第１項参照）。 

の提出が困難となる。この場合、有価証券報告書等の提出期限の延長を検討する必要がある。

有価証券報告書等の法定提出期限は、有価証券報告書の場合は事業年度終了後３か月以内（金

商法第 24 条第１項参照）、四半期報告書の場合は四半期会計期間終了後 45 日以内（金商法第

24 条の４の７の第１項参照）とされている。しかしながら、「やむを得ない理由」により法定

提出期限内に有価証券報告書等が提出できないと認められる場合には、財務局長の承認を受け

ることにより、承認を受けた期間まで、有価証券報告書等の提出期限が延長される（金商法第

24 条第１項、第 24 条の４の７第１項参照）。 

提出期限の延長の承認を受ける場合は、会社は承認申請書を財務局長に提出し法定提出期限

前に承認を受ける必要があり、監査人も提出期限の延長に係る見解を出す必要があるため、ス

ケジュールを検討する際に考慮する。 

提出期限の延長の承認を受ける場合は、会社は承認申請書を財務局長に提出し法定提出期限

前に承認を受ける必要があり、監査人も提出期限の延長に係る見解を出す必要があるため、ス

ケジュールを検討する際に考慮する。 

（省 略） （省 略） 

  

《付録２ 不正のおそれ等が発覚した場合の証券取引所への対応》（A10 項及び A11 項参照） 《付録２ 不正のおそれ等が発覚した場合の証券取引所への対応》（A10 項及び A11 項参照） 

（省 略） （省 略） 

４．上場廃止基準と監理銘柄への指定 ４．上場廃止基準と監理銘柄への指定 

上場有価証券が上場廃止となるおそれがある場合、その事実を投資者に周知させるため、証券取

引所は当該上場有価証券を「監理銘柄」に指定することができる（有価証券上場規程（東京証券取

引所）第 608 条参照）。 

上場有価証券が上場廃止となるおそれがある場合、その事実を投資者に周知させるため、証券取

引所は当該上場有価証券を「監理銘柄」に指定することができる（有価証券上場規程（東京証券取

引所）第 608 条参照）。 

監理銘柄には、上場廃止基準に抵触するかどうかの確認を行う「監理銘柄（確認中）」と、上場廃

止となるかどうかの審査を行う「監理銘柄（審査中）」があり、確認又は審査後に上場廃止が決定さ

れた場合、整理銘柄に指定され、多くの場合、その１か月後に上場廃止となる。 

監理銘柄には、上場廃止基準に抵触するかどうかの確認を行う「監理銘柄（確認中）」と、上場廃

止となるかどうかの審査を行う「監理銘柄（審査中）」があり、確認又は審査後に上場廃止が決定さ

れた場合、整理銘柄に指定され、多くの場合、その１か月後に上場廃止となる。 

有価証券上場規程（東京証券取引所）第 601 条に規定されている、東京証券取引所の上場廃止基

準は以下のとおりである。 

有価証券上場規程（東京証券取引所）第 601 条に規定されている、東京証券取引所の上場廃止基

準は以下のとおりである。 

(1) 上場維持基準（第 501 条第１項各号に定める基準）への不適合 (1) 上場維持基準（第 501 条第１項各号に定める基準）への不適合 

(2) 銀行取引の停止 (2) 銀行取引の停止 

(3) 破産手続、再生手続又は更生手続 (3) 破産手続、再生手続又は更生手続 

(4) 事業活動の停止 (4) 事業活動の停止 

(5) 不適当な合併等 (5) 不適当な合併等 

(6) 支配株主との取引の健全性の毀損 (6) 支配株主との取引の健全性の毀損 

(7) 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延 (7) 有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延 

(8) 虚偽記載又は不適正意見等 (8) 虚偽記載又は不適正意見等 

(9) 特設注意市場銘柄等 (9) 特設注意市場銘柄等 

(10) 上場契約違反等 (10) 上場契約違反等 

(11) 株式事務代行機関への委託 (11) 株式事務代行機関への委託 

(12) 株式の譲渡制限 (12) 株式の譲渡制限 
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(13) 完全子会社化 (13) 完全子会社化 

(14) 指定振替機関における取扱い (14) 指定振替機関における取扱い 

(15) 株主の権利の不当な制限 (15) 株主の権利の不当な制限 

(16) 全部取得 (16) 全部取得 

(17) 株式等売渡請求による取得 (17) 株式等売渡請求による取得 

(18) 株式併合 (18) 株式併合 

(19) 反社会的勢力の関与 (19) 反社会的勢力の関与 

(20) その他 (20) その他 

このうち、過年度の不正又は誤謬による虚偽表示により上場廃止基準に抵触する場合は、「（7）有

価証券報告書又は半期報告書の提出遅延」、「（8）虚偽記載又は不適正意見等」及び「(9)特設注意市

場銘柄等」である。また、新規上場前から虚偽表示が行われていた場合には、「(12)上場契約違反等」

の新規上場の申請に際して提出した宣誓書への違反になることもある。 

このうち、過年度の不正又は誤謬による虚偽表示により上場廃止基準に抵触する場合は、「（7）有

価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延」、「（8）虚偽記載又は不適正意見等」及び「(9)特設注意

市場銘柄等」である。また、新規上場前から虚偽表示が行われていた場合には、「(12)上場契約違反

等」の新規上場の申請に際して提出した宣誓書への違反になることもある。 

  

(1) 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延 (1) 有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延 

  

（省 略） （省 略） 

  

《付録３ 過年度の虚偽表示のおそれが発覚した場合の財務局への対応》 《付録３ 過年度の虚偽表示のおそれが発覚した場合の財務局への対応》 

（省 略） （省 略） 

３．提出期限の延長 ３．提出期限の延長 

上場会社は、当該事業年度経過後３か月以内に有価証券報告書等を、また、中間会計期間終了後

45 日以内に半期報告書（第一種中間財務諸表）を、それぞれ提出しなければならないとされている

一方、やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合、あらかじめ内閣総理

大臣の承認を受けた期間内での提出も認められている（金融商品取引法（以下「金商法」という。）

第 24 条第１項及び金商法第 24 条の５第１項参照）。 

上場会社は、当該事業年度経過後３か月以内に有価証券報告書等を、また、四半期会計期間終了

後 45 日以内に四半期報告書を、それぞれ提出しなければならないとされている一方、やむを得な

い理由により当該期間内に提出できないと認められる場合、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受け

た期間内での提出も認められている（金融商品取引法（以下「金商法」という。）第 24 条第１項及

び金商法第 24 条の４の７の第１項参照）。 

「やむを得ない理由」については、金融庁企画市場局「企業内容等の開示に関する留意事項につ

いて（企業内容等開示ガイドライン）」（以下「開示ガイドライン」という。）24-13 に掲げられてお

り、過年度又は当年度における重要な虚偽表示に関連する理由は、以下の二つが記載されている。 

「やむを得ない理由」については、金融庁企画市場局「企業内容等の開示に関する留意事項につ

いて（企業内容等開示ガイドライン）」（以下「開示ガイドライン」という。）24-13 に掲げられてお

り、過年度又は当年度における重要な虚偽表示に関連する理由は、以下の二つが記載されている。 

・ 過去に提出した有価証券報告書等のうちに重要な事項について虚偽の記載が発見され、当事

業年度若しくは当連結会計年度の期首残高等を確定するために必要な過年度の財務諸表若しくは

連結財務諸表の訂正が提出期限までに完了せず、又は監査報告書を受領できない場合であって、発

行者がその旨を公表している場合（開示ガイドライン 24-13(1)③参照） 

・ 過去に提出した有価証券報告書等のうちに重要な事項について虚偽の記載が発見され、当事

業年度若しくは当連結会計年度の期首残高等を確定するために必要な過年度の財務諸表若しくは

連結財務諸表の訂正が提出期限までに完了せず、又は監査報告書を受領できない場合であって、発

行者がその旨を公表している場合（開示ガイドライン 24-13(1)③参照） 

・ 監査法人等による監査により当該発行者の財務諸表又は連結財務諸表に重要な虚偽の表示が

生じる可能性のある誤謬又は不正による重要な虚偽の表示の疑義が識別されるなど、当該監査法人

等による追加的な監査手続が必要なため、提出期限までに監査報告書を受領できない場合であっ

・ 監査法人等による監査により当該発行者の財務諸表又は連結財務諸表に重要な虚偽の表示が

生じる可能性のある誤謬又は不正による重要な虚偽の表示の疑義が識別されるなど、当該監査法人

等による追加的な監査手続が必要なため、提出期限までに監査報告書を受領できない場合であっ
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て、発行者がその旨を公表している場合（開示ガイドライン 24-13(1)④参照） て、発行者がその旨を公表している場合（開示ガイドライン 24-13(1)④参照） 

開示ガイドライン 24-13(1)③は、前期以前に提出した有価証券報告書等に虚偽記載が発見され、

過年度の連結財務諸表等の訂正が必要な場合であるのに対し、開示ガイドライン 24-13(1)④は、当

年度の連結財務諸表等に重要な虚偽表示が生じる可能性が識別され、監査人がその内容を確認する

必要がある場合とされており、当年度の期首残高等を訂正し確定する作業の有無に違いがある。ま

た、開示ガイドライン 24-13(1)④には、不正による重要な虚偽の表示の疑義が識別され、「監査に

おける不正リスク対応基準」に従って追加的な監査手続を実施するために提出期限を延長する場

合、既に提出した当年度の半期報告書に虚偽の記載が発見され、その訂正に時間を要するために延

長申請を行う場合も含まれる。 

開示ガイドライン 24-13(1)③は、前期以前に提出した有価証券報告書等に虚偽記載が発見され、

過年度の連結財務諸表等の訂正が必要な場合であるのに対し、開示ガイドライン 24-13(1)④は、当

年度の連結財務諸表等に重要な虚偽表示が生じる可能性が識別され、監査人がその内容を確認する

必要がある場合とされており、当年度の期首残高等を訂正し確定する作業の有無に違いがある。ま

た、開示ガイドライン 24-13(1)④には、不正による重要な虚偽の表示の疑義が識別され、「監査に

おける不正リスク対応基準」に従って追加的な監査手続を実施するために提出期限を延長する場

合、既に提出した当年度の四半期報告書又は半期報告書に虚偽の記載が発見され、その訂正に時間

を要するために延長申請を行う場合も含まれる。 

なお、これらの開示ガイドラインは、「発行者がその旨を公表している」ことが延長を承認する前

提条件となっている。これは、有価証券報告書等の提出期限の延長を承認すると、発行者の決算情

報の開示が遅れて会社の重要事実が長期にわたり公表されず、投資家が不利益を被るおそれがある

ことから、企業情報が開示されないことによる不利益と、正確な企業情報が開示される利益とを比

較衡量して有価証券報告書等の提出期限の延長の可否を判断するためである。すなわち、財務諸表

又は連結財務諸表に重要な虚偽の表示が生じる可能性のある誤謬又は不正についての確認を行っ

ているか、過去に提出した有価証券報告書等の重要な事項についての虚偽の記載を自認し、その解

決及び是正に向けた真摯な取組みを投資者に対して早期に表明しているかなど、当該発行者による

情報開示の状況も考慮して判断するため、「発行者がその旨を公表している」ことを前提条件として

いる。 

なお、これらの開示ガイドラインは、「発行者がその旨を公表している」ことが延長を承認する前

提条件となっている。これは、有価証券報告書等の提出期限の延長を承認すると、発行者の決算情

報の開示が遅れて会社の重要事実が長期にわたり公表されず、投資家が不利益を被るおそれがある

ことから、企業情報が開示されないことによる不利益と、正確な企業情報が開示される利益とを比

較衡量して有価証券報告書等の提出期限の延長の可否を判断するためである。すなわち、財務諸表

又は連結財務諸表に重要な虚偽の表示が生じる可能性のある誤謬又は不正についての確認を行っ

ているか、過去に提出した有価証券報告書等の重要な事項についての虚偽の記載を自認し、その解

決及び是正に向けた真摯な取組みを投資者に対して早期に表明しているかなど、当該発行者による

情報開示の状況も考慮して判断するため、「発行者がその旨を公表している」ことを前提条件として

いる。 

  

４．財務局へ提出する書類 ４．財務局へ提出する書類 

有価証券報告書等の提出期限の延長申請のために必要な提出書類は以下のとおりである。 有価証券報告書等の提出期限の延長申請のために必要な提出書類は以下のとおりである。 

(1) 有価証券報告書等の提出期限の延長申請書 (1) 有価証券報告書等の提出期限の延長申請書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第 15 条の２第１項に基づく申請書である。記載例を以下

に示す。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第 15 条の２第１項に基づく申請書である。記載例を以下

に示す。 

  

有価証券報告書の提出期限の延長申請書 

 

×年×月×日 

〇〇財務局長 殿 

 

〇〇株式会社 

代表取締役社長 〇〇〇〇 印 

 

当社は、・・・・・・（注１）、下記の有価証券報告書につきましては、当該第三者委員会の調査を

  

有価証券報告書の提出期限の延長申請書 

 

×年×月×日 

〇〇財務局長 殿 

 

〇〇株式会社 

代表取締役社長 〇〇〇〇 印 

 

当社は、・・・・・・（注１）、下記の有価証券報告書につきましては、当該第三者委員会の調査を
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経た後に〇〇監査法人の追加監査を受ける必要があることにより、金融商品取引法第 24 条第１項

（注２）に定められた期限内に提出できないこととなりましたので、企業内容等の開示に関する内

閣府令第 15 条の２第１項（注３）に基づき、当該有価証券報告書の提出期限を延長していただき

たく、下記のとおり申請いたします。 

 

１．対象となる有価証券報告書 

第〇期（×年×月期）有価証券報告書 

（自×年×月×日 至×年×月×日） 

 

２．当該有価証券報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間 

事業年度経過後×日以内（提出期限 ×年×月×日） 

 

３．当該有価証券報告書を提出すべき期間の末日（提出期限） 

×年×月×日 

 

４．当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇（注４） 

 

５．承認を受けた場合及び承認を必要とする理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその

旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 

適時開示情報閲覧サービス（TDnet）経由で行うとともに、当社ホームページへの掲載を行いま

す。 

 

６．添付書類 

・ 定款 

・ 報道、適時開示等 

・ 監査人による有価証券報告書の提出期限延長申請に係る見解 

・ 延長承認申請を行うことについての認識及び有価証券報告書を早期に提出するために実施す

る方策 

・ スケジュール表 

・ ・・・・・・ 

 

以  上 
 

経た後に〇〇監査法人の追加監査を受ける必要があることにより、金融商品取引法第 24 条第１項

（注２）に定められた期限内に提出できないこととなりましたので、企業内容等の開示に関する内

閣府令第 15 条の２第１項（注３）に基づき、当該有価証券報告書の提出期限を延長していただき

たく、下記のとおり申請いたします。 

 

１．対象となる有価証券報告書 

第〇期（×年×月期）有価証券報告書 

（自×年×月×日 至×年×月×日） 

 

２．当該有価証券報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間 

事業年度経過後×日以内（提出期限 ×年×月×日） 

 

３．当該有価証券報告書を提出すべき期間の末日（提出期限） 

×年×月×日 

 

４．当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇（注４） 

 

５．承認を受けた場合及び承認を必要とする理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその

旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 

適時開示情報閲覧サービス（TDnet）経由で行うとともに、当社ホームページへの掲載を行いま

す。 

 

６．添付書類 

・ 定款 

・ 報道、適時開示等 

・ 監査人による有価証券報告書の提出期限延長申請に係る見解 

・ 延長承認申請を行うことについての認識及び有価証券報告書を早期に提出するために実施す

る方策 

・ スケジュール表 

・ ・・・・・・ 

 

以  上 
 

（注１）判明している不正等の事実、過年度への影響の有無、調査の方法や状況等を記載する。 （注１）判明している不正等の事実、過年度への影響の有無、調査の方法や状況等を記載する。 

（注２）半期報告書の場合は「金融商品取引法第 24 条の５第１項」とする。 （注２）四半期報告書の場合は「金融商品取引法第 24 条の４の７第１項」、半期報告書の場合は「金
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融商品取引法第 24 条の５第１項」とする。 

（注３）半期報告書の場合は「内閣府令第 18 条の２第１項」とする。 （注３）四半期報告書及び半期報告書の場合は「内閣府令第 17 条の 15の２第１項」とする。 

（注４）提出期限の延長が必要な理由とともに、延長する期間についても積算根拠を記載する。 （注４）提出期限の延長が必要な理由とともに、延長する期間についても積算根拠を記載する。 

（注５）「有価証券報告書」とある記載は、半期報告書の提出期限の延長申請を行う場合は「半期報告

書」とする。 

（注５）「有価証券報告書」とある記載は、四半期報告書の提出期限の延長申請を行う場合は「四半期

報告書」とし、半期報告書の提出期限の延長申請を行う場合は「半期報告書」とする。 

有価証券報告書等の提出が遅延することは、投資家が不利益を被るおそれがあることから、

延長期間は 小限度としなければならない。そのため、「４．当該有価証券報告書の提出に関

して当該承認を必要とする理由」では、提出期限の延長が必要な理由とともに、その期間に

ついても説明が求められる。 

有価証券報告書等の提出が遅延することは、投資家が不利益を被るおそれがあることから、

延長期間は 小限度としなければならない。そのため、「４．当該有価証券報告書の提出に関

して当該承認を必要とする理由」では、提出期限の延長が必要な理由とともに、その期間に

ついても説明が求められる。 

① 提出期限の延長が必要な理由 ① 提出期限の延長が必要な理由 

提出期限の延長が必要な理由としては、不正又は誤謬による虚偽表示の発覚の経緯や内

容、発覚から現在までの経緯を記載した上で、有価証券報告書等が法定提出期限内に提出

できない旨等を記載する。 

提出期限の延長が必要な理由としては、不正又は誤謬による虚偽表示の発覚の経緯や内

容、発覚から現在までの経緯を記載した上で、有価証券報告書等が法定提出期限内に提出

できない旨等を記載する。 

② 延長する期間 ② 延長する期間 

延長する期間については積算根拠を示して説明する。例えば、調査委員会等による調査

の内容や手続とその調査に必要な期間等のスケジュール、会社の決算作業のスケジュール、

監査人による監査のスケジュール等を記載することがある。必要に応じスケジュール表を

作成して添付することもある。 

延長する期間については積算根拠を示して説明する。例えば、調査委員会等による調査

の内容や手続とその調査に必要な期間等のスケジュール、会社の決算作業のスケジュール、

監査人による監査のスケジュール等を記載することがある。必要に応じスケジュール表を

作成して添付することもある。 

（省 略） （省 略） 

  

(3) 監査人による「有価証券報告書の提出期限延長申請に係る見解」 (3) 監査人による「有価証券報告書の提出期限延長申請に係る見解」 

開示ガイドライン 24-13(2)に基づく文書であり、提出期限の延長承認の申請理由に対する監査

人の見解を記載する。延長申請は、金商法上、有価証券報告書等の提出義務者である会社が行う

ものであるため、宛先は会社の代表取締役となる。記載例を以下に示す。 

開示ガイドライン 24-13(2)に基づく文書であり、提出期限の延長承認の申請理由に対する監査

人の見解を記載する。延長申請は、金商法上、有価証券報告書等の提出義務者である会社が行う

ものであるため、宛先は会社の代表取締役となる。記載例を以下に示す。 

  

有価証券報告書の提出期限延長申請に係る見解 

 

×年×月×日 

 

〇〇株式会社 

代表取締役社長 〇〇〇〇 殿 

 

○○監査法人 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇 印 

業務執行社員 

  

有価証券報告書の提出期限延長申請に係る見解 

 

×年×月×日 

 

〇〇株式会社 

代表取締役社長 〇〇〇〇 殿 

 

○○監査法人 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇 印 

業務執行社員 
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指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇 印 

業務執行社員 

 

貴社では、×年×月に・・・・・・（注１）について、事実関係の調査及び類似する行為の存否、

連結財務諸表等への影響額の把握、原因の究明、再発防止策の立案等を行うため、〇〇調査委員会

を設置し事実関係の調査を行っている状況と伺っております。本日現在、〇〇調査委員会の調査報

告書は貴社に提出されていないことから、×年×月期の連結財務諸表等及び過年度の連結財務諸表

等への影響も確定しておらず、当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項に基づく監査報

告書を提出することができません。 

〇〇調査委員会に先立って行われた社内調査によれば、・・・・・・（注２）疑義が判明したこと

から、より独立性及び公平性が高い体制で調査を行う必要があると判断し、第三者委員会を設置し

ました。第三者委員会からは、・・・・（注３）終了までに相当の時間を要すると見込まれています。 

そのため、当監査法人といたしましては、・・・・・・（注４）、有価証券報告書の提出期限の延長

はやむを得ないものと考えております。 

 

以  上 
 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇 印 

業務執行社員 

 

貴社では、×年×月に・・・・・・（注１）について、事実関係の調査及び類似する行為の存否、

連結財務諸表等への影響額の把握、 

原因の究明、再発防止策の立案等を行うため、〇〇調査委員会を設置し事実関係の調査を行って

いる状況と伺っております。本日現在、〇〇調査委員会の調査報告書は貴社に提出されていないこ

とから、×年×月期の連結財務諸表等及び過年度の連結財務諸表等への影響も確定しておらず、当

監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項に基づく監査報告書を提出することができませ

ん。 

〇〇調査委員会に先立って行われた社内調査によれば、・・・・・・（注２）疑義が判明したこと

から、より独立性及び公平性が高い体制で調査を行う必要があると判断し、第三者委員会を設置し

ました。第三者委員会からは、・・・・（注３）終了までに相当の時間を要すると見込まれています。 

そのため、当監査法人といたしましては、・・・・・・（注４）、有価証券報告書の提出期限の延長

はやむを得ないものと考えております。 

 

以  上 
 

（注１）発覚した不正の概要を記載する。 （注１）発覚した不正の概要を記載する。 

（注２）現時点での判明している事実等を記載する。 （注２）現時点での判明している事実等を記載する。 

（注３）今後実施予定の調査等の概要を記載する。 （注３）今後実施予定の調査等の概要を記載する。 

（注４）意見表明ができないと判断した根拠、追加手続の必要性等を記載する。 （注４）意見表明ができないと判断した根拠、追加手続の必要性等を記載する。 

（注５）「有価証券報告書」とある記載は、半期報告書の提出期限の延長申請を行う場合は「半期報告

書」とする。 

（注５）「有価証券報告書」とある記載は、四半期報告書の提出期限の延長申請を行う場合は「四半期

報告書」とし、半期報告書の提出期限の延長申請を行う場合は「半期報告書」とする。 

（省 略） （省 略） 

  

《付録４ 訂正後の財務諸表に対する監査における重要性の基準値の決定》（A55 項から A57項

参照） 

《付録４ 訂正後の財務諸表に対する監査における重要性の基準値の決定》（A55 項から A57項

参照） 

（省 略） （省 略） 

  

《付録５ 不正等が発覚した場合の調査報告書の利用》（第 12項参照） 《付録５ 不正等が発覚した場合の調査報告書の利用》（第 12項参照） 

（省 略） （省 略） 

  

《付録６ 訂正後の財務諸表に対する監査における経営者確認書の記載例》（第 13 項参照） 《付録６ 訂正後の財務諸表に対する監査における経営者確認書の記載例》（第 13 項参照） 

（省 略） （省 略） 

  



- 13 - 

新 旧 

《付録７ 訂正後の財務諸表に対する監査報告書の記載例》（第 14項及び第 15 項参照） 《付録７ 訂正後の財務諸表に対する監査報告書の記載例》（第 14項及び第 15 項参照） 

１．訂正後の連結財務諸表が 2020 年３月期以後の場合の記載例を以下のとおり示す。なお、監査基準

報告書 700 実務指針第１号「監査報告書の文例」（2024 年９月 26日改正）文例１との相違点に下線

を付した。 

１．訂正後の連結財務諸表が 2020 年３月期以後の場合の記載例を以下のとおり示す。なお、監査基準

報告書 700 実務指針第１号「監査報告書の文例」（2023 年７月 28日改正）文例１との相違点に下線

を付した。 

  

独立監査人の監査報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

取締役会 御中 

○○監査法人 

○○事務所 

指 定 社 員 
公認会計士 ○○○○

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○○○○ 

業務執行社員 

＜連結財務諸表監査＞（注１） 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理

の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会計年度の

訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結

株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体

の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま

た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている（注２）。当監査法人は、意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

  

独立監査人の監査報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

取締役会 御中 

○○監査法人 

○○事務所  

指 定 社 員 
公認会計士 ○○○○ 

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○○○○  

業務執行社員 

＜連結財務諸表監査＞（注１） 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理

の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会計年度の

訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結

株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、○○株式会社及び連結子会社の×年×月×日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社

から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
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監査上の主要な検討事項（注３） 

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業

的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸

表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、

当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 

[監査基準報告書 701 に従った監査上の主要な検討事項の記載例 

（表形式にする場合の記載例） 

○○○○（監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の注記事項への

参照） 

監査上の主要な検討事項の 

内容及び決定理由（注３） 

監査上の対応 

・・・・・・（監査上の主要な検討事項の内容及

び決定理由の内容を記載する）・・・・・・。 

・・・・・・（監査上の対応を記載する）・・・・・・。 

 ] 

 

その他の事項（注４）（注５） 

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂

正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して×年×月×日に監査報告書を

提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。 

 

その他の記載内容（注６） 

その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び

財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作

成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス

の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて

おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な

相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要

な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

監査上の主要な検討事項（注２） 

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業

的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸

表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、

当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 

[監査基準報告書 701 に従った監査上の主要な検討事項の記載例 

（表形式にする場合の記載例） 

○○○○（監査上の主要な検討事項の見出し及び該当する場合には連結財務諸表の注記事項への

参照） 

監査上の主要な検討事項の 

内容及び決定理由（注３） 

監査上の対応 

・・・・・・（監査上の主要な検討事項の内容

及び決定理由の内容を記載する）・・・・・・。 

・・・・・・（監査上の対応を記載する）・・・・・・。 

 ] 

 

その他の事項（注３）（注４） 

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂

正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して×年×月×日に監査報告書を

提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。 

 

その他の記載内容（注５） 

その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財

務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて

おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相

違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な

誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運

用することが含まれる。 

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が

ある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行

を監視することにある。 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立

の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により

発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与え

ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計

上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関

して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、

又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対

して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに

入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運

用することが含まれる。 

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ

る。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行

を監視することにある。 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の

立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発

生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計

上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関

して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又

は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
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きなくなる可能性がある。 

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか

を評価する。 

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分

かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結

財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に

対して責任を負う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて

いるその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻

害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する

ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査

で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載

する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、

監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれ

るため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない（注３）。 

 

＜報酬関連情報＞（注１） 

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社

及び子会社の訂正前の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それぞれ

XX百万円及び XX百万円であり、当連結会計年度の有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正報告

書に関する監査証明業務に基づく報酬の額は、XX百万円である（注７）。 

 

利害関係 

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。 

 

以  上 
 

なる可能性がある。 

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか

を評価する。 

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分

かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結

財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に

対して責任を負う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて

いるその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻

害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する

ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査

で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載

する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、

監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれ

るため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない（注２）。 

 

＜報酬関連情報＞（注１） 

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社

及び子会社の訂正前の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それぞれ

XX百万円及び XX百万円であり、当連結会計年度の有価証券報告書及び四半期報告書に係る訂正報

告書に関する監査証明業務に基づく報酬の額は、XX百万円である（注６）。 

 

利害関係 

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。 

 

以  上 
 

（注１）訂正前の財務諸表に対する監査報告書において「報酬関連情報」という見出しを記載して

いない場合は削除する。 

（注１）訂正前の財務諸表に対する監査報告書において「報酬関連情報」という見出しを記載して

いない場合は削除する。 
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（注２）訂正前の財務諸表に対する監査報告書において「（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）」を記載していない場合は当該記載を削除し、「当監査法人

は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。」とする。 

 

（注３）監査基準報告書 701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」に

従って監査上の主要な検討事項を報告する場合に記載する。訂正前の財務諸表に対する監

査報告書において「監査上の主要な検討事項」区分を記載していない場合は削除する。 

（注２）監査基準報告書 701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」に

従って監査上の主要な検討事項を報告する場合に記載する。訂正前の財務諸表に対する監

査報告書において「監査上の主要な検討事項」区分を記載していない場合は削除する。 

訂正前の財務諸表に対する監査報告書に記載した監査上の主要な検討事項の追加又は修正が

必要と判断される場合には、追加又は修正を加えた監査上の主要な検討事項を記載する（A115

項から A117 項参照）。 

訂正前の財務諸表に対する監査報告書に記載した監査上の主要な検討事項の追加又は修正が

必要と判断される場合には、追加又は修正を加えた監査上の主要な検討事項を記載する（A115

項から A117 項参照）。 

（注４）「その他の事項」区分の記載箇所は、当該事項の内容及び想定利用者にとっての相対的重要

性に関する監査人の判断に基づき、「監査上の主要な検討事項」区分の後か「利害関係」区

分の前に記載する。また、「その他の事項」の見出しに追加の情報を加えることによって、

「その他の事項」区分を「監査上の主要な検討事項」区分に記載された個別の事項と区別

することがある（監基報 706 の A16 項参照）。 

（注３）「その他の事項」区分の記載箇所は、当該事項の内容及び想定利用者にとっての相対的重要

性に関する監査人の判断に基づき、「監査上の主要な検討事項」区分の後か「利害関係」区

分の前に記載する。また、「その他の事項」の見出しに追加の情報を加えることによって、

「その他の事項」区分を「監査上の主要な検討事項」区分に記載された個別の事項と区別

することがある（監基報 706 の A16 項参照）。 

（注５）訂正の事実及び内容について、経営者が自主的に連結財務諸表に注記の開示も行っている

場合には、当該注記を参照し、「強調事項」区分を設けて以下のように記載することとな

る。 

（注４）訂正の事実及び内容について、経営者が自主的に連結財務諸表に注記の開示も行っている

場合には、当該注記を参照し、「強調事項」区分を設けて以下のように記載することとな

る。 

「連結財務諸表の注記Ｘに記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

「連結財務諸表の注記Ｘに記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して×年×月×日に監査報告書を提出して

いるが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。」 

なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して×年×月×日に監査報告書を提出して

いるが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。」 

「強調事項」区分の記載箇所は、当該事項の内容及び想定利用者にとっての相対的重要性に

関する監査人の判断に基づき、「監査上の主要な検討事項」区分の前後いずれかに記載する。

また、「強調事項」の見出しに追加的な情報を加えることによって、「強調事項」区分を「監

査上の主要な検討事項」区分に記載される個別の事項と区別することがある（監基報 706 の

A16 項参照）。 

「強調事項」区分の記載箇所は、当該事項の内容及び想定利用者にとっての相対的重要性に

関する監査人の判断に基づき、「監査上の主要な検討事項」区分の前後いずれかに記載する。

また、「強調事項」の見出しに追加的な情報を加えることによって、「強調事項」区分を「監

査上の主要な検討事項」区分に記載される個別の事項と区別することがある（監基報 706 の

A16 項参照）。 

（注６） 監査基準報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」に従ってその他の記載

内容を報告する場合に記載する。訂正前の財務諸表に対する監査報告書において「その他

の記載内容」区分を記載していない場合は削除する。 

（注５） 監査基準報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」に従ってその他の記載

内容を報告する場合に記載する。訂正前の財務諸表に対する監査報告書において「その他

の記載内容」区分を記載していない場合は削除する。 

（注７） 訂正報告書に関する監査証明業務に基づく報酬の確定した金額は、訂正対象期間の各連結

会計年度にそれぞれ按分計算し、それぞれの連結会計年度の報酬の額として開示する。 

 上記文例以外の開示として、例えば、監査報告書日において監査報酬の金額が未確定の場

合又は未確定の部分がある場合には、以下のように記載することが考えられる。 

（注６） 訂正報告書に関する監査証明業務に基づく報酬の確定した金額は、訂正対象期間の各連結

会計年度にそれぞれ按分計算し、それぞれの連結会計年度の報酬の額として開示する。 

 上記文例以外の開示として、例えば、監査報告書日において監査報酬の金額が未確定の場

合又は未確定の部分がある場合には、以下のように記載することが考えられる。 

「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の 「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の
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会社及び子会社の訂正前の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、

それぞれ XX 百万円及び XX 百万円であり、当連結会計年度の有価証券報告書及び半期報告書

の訂正報告書に関する監査証明業務に基づく報酬の額は確定していないため、×年×月×日

から×年×月×日まで（訂正後の財務諸表に対する監査を実施した連結会計年度）の連結会計

年度の連結財務諸表に対する監査報告書に記載する。」 

会社及び子会社の訂正前の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、

それぞれ XX 百万円及び XX 百万円であり、当連結会計年度の有価証券報告書及び四半期報告

書の訂正報告書に関する監査証明業務に基づく報酬の額は確定していないため、×年×月×

日から×年×月×日まで（訂正後の財務諸表に対する監査を実施した連結会計年度）の連結会

計年度の連結財務諸表に対する監査報告書に記載する。」 

この場合、訂正後の財務諸表に対する監査を実施した連結会計年度において、以下のよう

に記載する。 

この場合、訂正後の財務諸表に対する監査を実施した連結会計年度において、以下のよう

に記載する。 

「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の

会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それぞれ

XX 百万円及び XX 百万円である。この監査証明業務に基づく報酬の額には XX 年 XX 月 XX 日

（訂正報告書の提出日）に提出された有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書に関する

監査証明業務に基づく報酬の額が含まれており、その金額は XX 百万円である。」 

「当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度

の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それぞ

れ XX 百万円及び XX 百万円である。この監査証明業務に基づく報酬の額には XX 年 XX 月 XX 日

（訂正報告書の提出日）に提出された有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書に関す

る監査証明業務に基づく報酬の額が含まれており、その金額は XX百万円である。」 

（省 略） （省 略） 

  

《付録８ 財務諸表が訂正された場合の計算書類及び事業報告の記載例》（A136 項から A139 項

参照） 

《付録８ 財務諸表が訂正された場合の計算書類及び事業報告の記載例》（A136 項から A139 項

参照） 

（省 略） （省 略） 

  

《付録９ 会社法第 397 条に基づく会計監査人の対応》（A125 項参照） 《付録９ 会社法第 397 条に基づく会計監査人の対応》（A125 項参照） 

（省 略） （省 略） 

２．会社法第 397 条に基づく監査役等への報告とその文例 ２．会社法第 397 条に基づく監査役等への報告とその文例 

会社法第 397 条では監査役等への報告において書面の要否は規定されていないが、監査基準報告書

260 第 20 項では、「監査人は、職業的専門家としての判断により、口頭によるコミュニケーションが

適切ではないと考える場合、監査上の重要な発見事項について、監査役等と書面又は電磁的記録によ

りコミュニケーションを行わなければならない。」とされている。会社法第 397 条に基づく報告の重

要性や非常勤監査役等に対する報告を勘案し、書面による報告の記載例を以下に示す。 

会社法第 397 条では監査役等への報告において書面の要否は規定されていないが、監査基準報告書

260 第 18 項では、「監査人は、職業的専門家としての判断により、口頭によるコミュニケーションが

適切ではないと考える場合、監査上の重要な発見事項について、監査役等と書面又は電磁的記録によ

りコミュニケーションを行わなければならない。」とされている。会社法第 397 条に基づく報告の重

要性や非常勤監査役等に対する報告を勘案し、書面による報告の記載例を以下に示す。 

  

（省 略） （省 略） 

  

《付録 10 法令違反事実発見時における監査人の当局への申出制度》（A129 項参照） 《付録 10 法令違反事実発見時における監査人の当局への申出制度》（A129 項参照） 

（省 略） （省 略） 

２．金商法第 193 条の３第１項の規定に基づき特定発行者に対して通知する書面の記載事項と通知の

時期 

 

 

２．金商法第 193 条の３第１項の規定に基づき特定発行者に対して通知する書面の記載事項と通知の

時期 
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【取締役会（執行役、取締役）】 【取締役会（執行役、取締役）】 

  

金融商品取引法第 193 条の３第１項の規定による財務計算に関する書類の 

適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実の通知 

 

×年×月×日 

○○株式会社 

取締役会 御中 

 

○○監査法人 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇  

業務執行社員 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇  

業務執行社員 

 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、貴社の×年×月×日から

×年×月×日までの連結財務諸表の監査を実施しておりますが、その過程において、別紙に記載

のとおり、金融商品取引法第 193 条の３第１項に規定する、貴社の財務計算に関する書類の適正

性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実を発見いたしましたので通知いたします。 

したがって、速やかに、これらの事実関係を調査するとともに、当該事実に係る法令違反の是

正その他の適切な措置をとっていただくようお願いいたします。 

また、当該法令違反等事実が貴社の財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼ

すおそれがあり、貴社による適切な措置がとられず、当該重大な影響を防止するために必要があ

ると認めた場合には、金融商品取引法第 193 条の３第２項の規定に従い、×年×月×日に、当該

事実に関する意見を当局（内閣総理大臣（金融庁長官））に申し出る予定です。 

なお、当該事項につきましては、貴社監査役会（注１）に対しても本日（注２）、報告いたしま

した。 

以  上 
 

  

金融商品取引法第 193 条の３第１項の規定による財務計算に関する書類の 

適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実の通知 

 

×年×月×日 

○○株式会社 

取締役会 御中 

 

○○監査法人 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇  

業務執行社員 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇  

業務執行社員 

 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、貴社の×年×月×日から

×年×月×日までの連結財務諸表の監査を実施しておりますが、その過程において、別紙に記載

のとおり、金融商品取引法第 193 条の３第１項に規定する、貴社の財務計算に関する書類の適正

性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実を発見いたしましたので通知いたします。 

したがって、速やかに、これらの事実関係を調査するとともに、当該事実に係る法令違反の是

正その他の適切な措置をとっていただくようお願いいたします。 

また、当該法令違反等事実が貴社の財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼ

すおそれがあり、貴社による適切な措置がとられず、当該重大な影響を防止するために必要があ

ると認めた場合には、金融商品取引法第 193 条の３第２項の規定に従い、×年×月×日に、当該

事実に関する意見を当局（内閣総理大臣（金融庁長官））に申し出る予定です。 

なお、当該事項につきましては、貴社監査役会（注１）に対しても本日（注２）、報告いたしま

した。 

以  上 
 

（注１）監査役会設置会社でない場合は「監査役○○殿」、監査等委員会設置会社の場合は「監査等委

員会御中」、指名委員会等設置会社の場合は「監査委員会御中」とする。 

（注１）監査役会設置会社でない場合は「監査役○○殿」、監査等委員会設置会社の場合は「監査等委

員会御中」、指名委員会等設置会社の場合は「監査委員会御中」とする。 

（注２）監査役会に対して翌日以降の報告を予定している場合は、「なお、当該事項につきましては、

貴社監査役会に対しても×年×月×日に報告する予定です。」とする。 

（注２）監査役会に対して翌日以降の報告を予定している場合は、「なお、当該事項につきましては、

貴社監査役会に対しても×年×月×日に報告する予定です。」とする。 

（注３）指名委員会等設置会社の場合は、文中の「取締役」を会社の機関に合わせて「執行役」又は

「取締役」とする。 

（注３）指名委員会等設置会社の場合は、文中の「取締役」を会社の機関に合わせて「執行役」又は

「取締役」とする。 
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通知書に記載する当局に申し出る予定日（期限）は、次のとおりである（金商法施行令第 36 条）。 通知書に記載する当局に申し出る予定日（期限）は、次のとおりである（金商法施行令第 36 条）。 

・ 当該通知した日より２週間経過した日以降に有価証券報告書の提出期限が訪れる場合は、当

該通知した日より２週間経過した日と有価証券報告書の提出期限の６週間前の日のいずれか

遅い日 

・ 当該通知した日より２週間経過した日以降に有価証券報告書の提出期限が訪れる場合は、当

該通知した日より２週間経過した日と有価証券報告書の提出期限の６週間前の日のいずれか

遅い日 

・ 当該通知した日より２週間経過した日以前に有価証券報告書の提出期限が訪れる場合は、有

価証券報告書の提出期限の前日 

・ 当該通知した日より２週間経過した日以前に有価証券報告書の提出期限が訪れる場合は、有

価証券報告書の提出期限の前日 

・ 半期報告書の場合は、それぞれの提出期限の前日 ・ 四半期報告書又は半期報告書の場合は、それぞれの提出期限の前日 

  

３．金商法第 193 条の３第２項の規定に基づく内閣総理大臣への申出（監査証明府令第９条の規定に

基づく金融庁長官への書面の提出）及び特定発行者への事前の通知 

３．金商法第 193 条の３第２項の規定に基づく内閣総理大臣への申出（監査証明府令第８条の規定に

基づく金融庁長官への書面の提出）及び特定発行者への事前の通知 

金商法第 193 条の３第２項の規定に基づいて監査人が内閣総理大臣へ申し出る場合には、監査証

明府令第９条において、以下の事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならないとされ

ている。 

金商法第 193 条の３第２項の規定に基づいて監査人が内閣総理大臣へ申し出る場合には、監査証

明府令第８条において、以下の事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならないとされ

ている。 

（省 略） （省 略） 

・ 意見の内容（金商法第 193 条の３第２項第１号の事項及び同項第２号の事項の別に記載するこ

と。） 

・ 意見の内容（金商法第 193 条の３第２項第１号の事項及び同項第２号の事項の別に記載するこ

と） 

記載例を以下に示す。 記載例を以下に示す。 

  

金融商品取引法第 193 条の３第２項に基づく法令違反等事実の申出 

 

×年×月×日 

金融庁長官 ○○○○ 殿 

 

○○監査法人 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇 印 

業務執行社員 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇 印 

業務執行社員 

 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の３第２項の規定に基づき内閣総理大臣への申出をし

ようとするに当たって、監査証明府令第９条の規定に基づき金融庁長官に本書面を提出いたしま

す。 

（省 略） 

以  上 
 

  

金融商品取引法第 193 条の３第２項に基づく法令違反等事実の申出 

 

×年×月×日 

金融庁長官 ○○○○ 殿 

 

○○監査法人 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇 印 

業務執行社員 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇 印 

業務執行社員 

 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の３第２項の規定に基づき内閣総理大臣への申出をし

ようとするに当たって、監査証明府令第８条の規定に基づき金融庁長官に本書面を提出いたしま

す。 

（省 略） 

以  上 
 

（省 略） （省 略） 
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金融商品取引法第 193 条の３第２項に基づく 

法令違反等事実の申出をする旨をあらかじめ通知する書面 

 

×年×月×日 

○○株式会社 

監査役会 御中 

 

○○監査法人 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇  

業務執行社員 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇  

業務執行社員 

 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の３第２項の規定に基づく内閣総理大臣への申出をし

ようとするに当たって、監査証明府令第９条の規定に基づき金融庁長官へ別紙の書面を提出しま

すので、金融商品取引法第 193 条の３第２項の規定に基づきあらかじめ通知いたします。 

 

以  上 
 

  

金融商品取引法第 193 条の３第２項に基づく 

法令違反等事実の申出をする旨をあらかじめ通知する書面 

 

×年×月×日 

○○株式会社 

監査役会 御中 

 

○○監査法人 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇  

業務執行社員 

指 定 社 員 
〇 〇 〇 〇  

業務執行社員 

 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の３第２項の規定に基づく内閣総理大臣への申出をし

ようとするに当たって、監査証明府令第８条の規定に基づき金融庁長官へ別紙の書面を提出しま

すので、金融商品取引法第 193 条の３第２項の規定に基づきあらかじめ通知いたします。 

 

以  上 
 

  

（省 略） （省 略） 

  

《付録 11 訂正後の財務諸表に対する監査終了後に想定される検査・調査》 《付録 11 訂正後の財務諸表に対する監査終了後に想定される検査・調査》 

（省 略） （省 略） 

以  上 以  上 

以  上  


